
＜ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ＞

衛生委員会で調査審議

労働者に説明・情報提供

医師・保健師等による　ストレスチェックを実施

（実施者）

ストレスチェックの結果を労働者に直接通知

相談窓口等についても情報提供

（実施者）

ストレスチェックの結果を

職場ごとに集団的分析

（労働者）

セルフケアと

相談窓口の利用

（実施者）

結果事業者への通知に

同意の有無の確認

（実施者）

集団的分析結果を

事業者に提供

（実施者）

事業者に結果通知
職場環境の改善の

ために活用
（実施者）

面接指導の申出の勧奨

労働者から事業者への面接指導の申出

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師による面接指導の実施

医師からの意見聴取

必要に応じ就業上の処置の実施
相談機関、専門医

への紹介

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

○目的
○実施体制（実施者などの明示）
○実施方法

○情報の取り扱い
○ストレスチェック結果の保存
○結果の提供に関する同意取得方法
○情報の取扱いに関する苦情処理

※一定の研修を受けた看護師
精神保健福祉士を含める予定

○一般定期検診と同時に実施することが可能
○産業医が実施者となることが望ましい

同意有の場合
＜高ストレス者＞

必要に応じて
※時間外労働の制限や作業の転換
　などについて意見

※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、
　労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の処置を行う
※不利益取り扱いの禁止

○職場の業務改善
○管理監督者への研修等

実
施
前

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

面
接
指
導

集
団
分
析


